
提

出

者

佐

藤

謙

一

郎

平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日
提
出

質

問

第

四

〇

号

遺
伝
子
組
み
換
え
大
豆
（
Ｇ
Ｍ
大
豆
）
の
生
産
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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遺
伝
子
組
み
換
え
大
豆
（
Ｇ
Ｍ
大
豆
）
の
生
産
に
関
す
る
質
問
主
意
書

北
海
道
夕
張
郡
長
沼
町
の
西
南
農
場
に
よ
る
、
来
春
の
遺
伝
子
組
み
換
え
（
Ｇ
Ｍ
）
大
豆
（
以
下
、
Ｇ
Ｍ
大
豆
と
い
う
）
の

栽
培
計
画
に
対
し
て
は
、
地
元
長
沼
農
協
や
道
当
局
を
は
じ
め
、
生
協
・
市
民
グ
ル
ー
プ
、
有
機
生
産
者
な
ど
が
生
産
中
止
を

強
く
求
め
て
い
た
が
、
先
月
末
、
同
農
場
宮
井
能
雅
代
表
が
計
画
中
止
を
表
明
し
た
こ
と
で
、
一
応
の
収
束
を
見
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
現
状
は
問
題
が
先
送
り
さ
れ
た
の
み
で
あ
り
、
早
急
に
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
同
農
場
は
Ｇ
Ｍ
大
豆
の
栽
培
計
画
と
と
も
に
、
す
で
に
Ｇ
Ｍ
大
豆
を
栽
培
・
出
荷
を
し
て
い
た
事
実
も
明
ら
か
に
し

た
。
栽
培
さ
れ
た
Ｇ
Ｍ
大
豆
は
、
集
荷
の
際
、
同
農
場
も
Ｇ
Ｍ
で
あ
る
こ
と
を
特
に
説
明
せ
ず
、
ま
た
農
産
物
検
査
法
に
基
づ

く
検
査
で
も
Ｇ
Ｍ
か
非
Ｇ
Ｍ
か
は
検
査
項
目
に
無
い
た
め
、
国
が
支
給
す
る
交
付
金
の
適
用
も
受
け
流
通
販
売
さ
れ
た
と
い

う
。
食
品
の
安
全
性
を
重
視
し
、
国
産
大
豆
に
Ｇ
Ｍ
大
豆
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
、
国
産
大
豆
の
買
い
支
え
運
動
を
は
じ

め
、
た
と
え
割
高
で
も
国
産
大
豆
を
選
択
し
て
き
た
消
費
者
は
、
た
と
え
極
少
量
と
い
え
ど
も
、
す
で
に
Ｇ
Ｍ
大
豆
が
国
産
大

豆
に
混
入
・
流
通
し
て
い
た
こ
と
に
多
大
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
。
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

�

現
在
登
録
の
あ
る
グ
リ
ホ
サ
ー
ト
系
除
草
剤
は
、
大
豆
へ
の
適
用
は
可
能
だ
が
、
芽
が
出
て
か
ら
撒
く
と
当
然
の
こ
と
な

が
ら
大
豆
も
枯
れ
る
の
で
、
そ
の
使
用
時
期
は
、
播
種
前
一
〇
日
以
前
と
か
播
種
後
出
芽
前
と
し
て
、
登
録
さ
れ
て
い
る
。

一



米
化
学
企
業
「
モ
ン
サ
ン
ト
」
の
開
発
し
た
「
ラ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
レ
デ
ィ
大
豆
」
は
、
同
社
開
発
の
グ
リ
ホ
サ
ー
ト
系
除
草

剤
「
ラ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
」
で
も
枯
れ
な
い
遺
伝
子
組
み
換
え
大
豆
で
あ
る
。
こ
の
大
豆
を
栽
培
す
る
場
合
、
大
豆
の
発
芽

後
、
雑
草
が
生
え
そ
ろ
っ
た
時
点
で
、
「
ラ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
」
を
散
布
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
登
録
申
請
さ
れ
て

い
な
い
内
容
で
の
農
薬
使
用
は
、
農
薬
取
締
法
（
二
〇
〇
三
年
三
月
改
正
）
に
よ
る
農
薬
使
用
基
準
違
反
で
あ
り
、
使
用
者

に
は
懲
役
三
年
以
下
又
は
罰
金
三
〇
万
円
以
下
の
罰
則
が
科
せ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
認
識
は
如
何
。

�

除
草
剤
耐
性
Ｇ
Ｍ
大
豆
の
生
産
に
必
要
と
な
る
農
薬
使
用
基
準
の
登
録
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
、
「
ラ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
」

耐
性
Ｇ
Ｍ
大
豆
を
一
般
圃
場
で
栽
培
し
た
場
合
の
環
境
影
響
に
関
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
試
験
を
行
っ
て
い
る
研
究
機
関
は
あ

る
か
、
否
か
。

�

今
回
の
事
例
で
も
明
ら
か
な
通
り
、
消
費
者
の
Ｇ
Ｍ
大
豆
へ
の
不
信
・
不
安
、
「
口
に
し
た
く
な
い
」
と
い
う
思
い
は
強

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
産
物
検
査
法
に
基
づ
く
検
査
に
も
Ｇ
Ｍ
か
非
Ｇ
Ｍ
か
は
検
査
項
目
に
無
い
等
、
Ｇ
Ｍ
大
豆
が
栽

培
・
出
荷
・
流
通
さ
れ
て
も
生
産
者
の
自
発
的
な
自
己
申
告
以
外
に
そ
れ
を
知
る
術
は
無
い
。
政
府
は
、
西
南
農
場
に
よ
る

Ｇ
Ｍ
大
豆
の
商
業
栽
培
と
収
穫
し
た
Ｇ
Ｍ
大
豆
が
流
通
・
販
売
さ
れ
て
い
た
事
実
を
、
同
農
場
に
よ
る
発
表
以
前
に
承
知
し

て
い
た
か
。
ま
た
政
府
は
、
当
該
Ｇ
Ｍ
大
豆
が
、
集
荷
後
、
ど
の
よ
う
な
流
通
経
路
を
た
ど
り
、
ど
の
よ
う
に
販
売
・
消
費

二



さ
れ
た
か
確
認
し
て
い
る
か
。

�

消
費
者
は
、
食
品
の
安
全
性
を
重
視
し
、
国
産
大
豆
に
は
Ｇ
Ｍ
大
豆
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
、
割
高
で
も
国
産
大
豆

を
選
択
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
政
府
・
農
林
水
産
省
も
、
組
み
換
え
作
物
の
商
業
栽
培
は
国
内
で
は
無
い
と
認
識
し
て
き

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
政
府
の
ご
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

消
費
者
の
組
み
換
え
作
物
に
対
す
る
不
信
・
不
安
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
極
少
量
と
い
え
ど
も
Ｇ
Ｍ
大
豆
を
国
産
大

豆
に
混
入
・
流
通
さ
せ
た
農
林
水
産
省
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
認
識
を
お
伺
い
し
た
い
。

�

当
該
Ｇ
Ｍ
大
豆
が
国
が
支
給
す
る
交
付
金
の
適
用
も
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
国
産
大
豆
に
Ｇ
Ｍ
大
豆
は
含
ま
れ
て

は
い
な
い
と
考
え
、
た
と
え
割
高
で
も
国
産
大
豆
を
選
択
し
て
き
た
消
費
者
感
覚
か
ら
す
る
と
、
「
安
心
料
」
と
し
て
支

払
っ
て
き
た
価
格
と
税
金
（
交
付
金
）
に
対
す
る
二
重
の
裏
切
り
と
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
。
食
の
安
全
に
関
す
る
制
度
へ
の

信
頼
を
揺
る
が
す
事
態
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
当
該
交
付
金
制
度
は
、
大
豆
の
輸
入
自
由
化
に
伴
う
国
産
大
豆
の
生
産
確

保
と
農
家
の
所
得
保
障
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
交
付
金
制
度
で
あ
る
と
し
て
も
、
食
の
安
全
か
ら
国
産
大
豆
が
消
費
者
選
好

さ
れ
て
い
る
現
状
で
、
Ｇ
Ｍ
大
豆
へ
の
交
付
金
適
用
は
不
適
切
で
は
な
い
か
、
政
府
の
ご
認
識
を
お
伺
い
し
た
い
。
ま
た
、

至
急
に
交
付
金
制
度
の
改
善
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
見
解
を
お
伺
い
し
た
い
。

三



�

政
府
は
、
当
該
事
例
の
Ｇ
Ｍ
大
豆
以
外
の
国
内
に
お
け
る
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
の
商
業
栽
培
及
び
流
通
・
販
売
に
つ
い

て
は
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
消
費
者
の
国
内
産
作
物
の
安
全
性
へ
の
信
頼
確
保
の
た
め
、
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
の
商

業
栽
培
及
び
流
通
・
販
売
に
つ
い
て
情
報
告
知
の
義
務
付
け
等
の
措
置
が
緊
急
に
必
要
と
な
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
認

識
と
ご
対
応
に
つ
き
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
ラ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
レ
デ
ィ
大
豆
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
六
年
、
国
が
食
品
と
し
て
の
安
全
性
を
確
認
は
し
て
い
る
た

め
、
そ
の
栽
培
は
法
的
に
は
な
ん
ら
問
題
は
無
く
、
今
回
の
Ｇ
Ｍ
大
豆
栽
培
計
画
は
生
産
者
の
自
主
的
な
判
断
で
中
止
と

な
っ
た
が
、
も
し
栽
培
が
強
行
さ
れ
た
場
合
で
も
、
中
止
を
求
め
る
法
令
的
な
根
拠
は
無
い
。
し
か
し
、
消
費
者
の
組
み
換

え
作
物
に
対
す
る
不
信
・
不
安
か
ら
、
大
豆
の
主
要
集
荷
業
者
は
、
Ｇ
Ｍ
大
豆
は
扱
わ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
栽
培
し
た
農
家

の
周
辺
農
家
の
大
豆
に
つ
い
て
も
、
交
雑
や
混
入
の
判
断
が
難
し
い
た
め
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
も
し
栽

培
が
強
行
さ
れ
た
場
合
、
周
辺
農
家
の
大
豆
ま
で
も
が
集
荷
・
販
売
径
路
か
ら
排
除
さ
れ
、
交
付
金
も
適
用
さ
れ
な
い
ば
か

り
か
、
独
自
販
路
を
開
拓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
な
ど
、
周
辺
農
家
に
ま
で
極
め
て
甚
大
な
経
済
的
被
害
を
も
た
ら
す

こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｇ
Ｍ
大
豆
栽
培
が
強
行
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
、
周
辺
農
家
へ
の
交
雑
被
害
や
交
雑
の
恐
れ
か
ら
の
風
評
被
害
、
ま
た
混

四



入
被
害
に
関
し
て
、
飛
散
防
止
措
置
や
損
害
賠
償
制
度
な
ど
に
つ
い
て
、
罰
則
を
伴
う
法
規
制
も
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府

の
ご
見
解
を
お
伺
い
し
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
周
辺
農
家
被
害
へ
の
対
応
策
の
検
討
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。
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